
新宿区 NPO活動団体登録票 

申請年月日 平成 29 年 12 月 21 日（最終更新日:平成 29 年 12 月 21 日）№１６９    

法 人 名 

代 表 者 名 

設 立 年 月 

特定非営利活動法人全日本ディベート連盟 

瀧本 哲史（タキモト テツフミ） 

平成１４年３月２５日 

主たる事務所 

〒162-0064 新宿区市谷仲之町 2－32仲之町ヒルズ 101 

電話：090（5003）6323 

E-mail:ishiyoshi414@gmail.com 

URL:http://www.coda.or.jp/ 

 

目 的 

（定款の目的） 

この法人は、学生を主対象とした講習会、大会の実施、サークル活

動の支援等のディベートに関する事業を行うことで、教育機関や社

会一般でのディベート普及と発展を促進することをもって、民主主

義の基本である議論によって問題を解決する文化を社会に浸透さ

せることを目的とする。 

現在主に行って

いる活動内容 

ディベート大会の運営 

ディベート講習会の運営 

大会へのジャッジ派遣 

企業、市民へのディベートセミナー・議論啓発活動の実施 

新宿区民を対象

とした活動内容 

（予定も含む） 

①「区民に向けたディベートセミナーの実施」 

日々は意思決定の連続であり、ディベートは意思決定の訓練のため

のツールでもあります。論理的思考力、多角的視点の習得、大量の

情報を扱う能力、メディアリテラシーなど現代を生きる上で必要な

能力をディベートで身につけることができます。ディベートは継続

的に学ぶことにより訓練され、能力が身につきます。当法人は定期

的なディベートセミナーを法人向け、個人向けに行っています。区

民の方に向け、定期的なセミナーの開催により、ディベート普及、

ディベートのトレーニングを受けた人を多く輩出する活動を行い

ます。 

 

②「区内で行われるディベート大会・練習会の運営」 

ディベートは老若男女に楽しまれる競技であり、全国各地でディベ

ートサークルや有志団体が活動を行っています。新宿区内でも多く

の方に開かれた形で練習会や参加しやすい大会などを運営予定で

す。詳しくは当連盟までお問い合わせください。 

 

上 記 開 催 場 所 ： 新 宿 区 文 化 セ ン タ ー

(https://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/facilities/)、四谷

地域センター(http://ycc.tokyo/)などの当団体事務所付近 

活 動 地 域 新宿区市谷付近 

活 動 頻 度 年に数回上記セミナー・練習会・大会を実施します 

事 業 費 ２８年度 
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総事業費 （3,692,393円）①  

特定非営利活動費 （3,692,393円）② 

②／①＝（100）％ 

事業年度及びその

他の事業の有無 

１月１日～１２月３１日まで 

その他事業  有 ・ ○無  （          ） 

所轄庁への届出 

書提出状況 

平成 28年度東京都に届出済み 

活 動 分 野 2，6，19 

運 営 状 況 

① 会費 

団体の会員 2万円 

個人の会員 1万円 

アソシエート会員 3000円 

② 会員の内容及び会員数 

正会員 10人 

③ スタッフの構成 

社員 10名 

④ 意思決定の方法 

月に 1回の理事会で議論に基づいて決定 

 

 

これからの課題 

 

 

新宿区民、日本全国の皆さまにも議論文化を普及できるように、傘

下のハードル、練習機会を設け、適切な議論を行う社会の実現に役

立てていきたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO から区民の方への PR 

ぜひ大会、練習会、講座、セミナーなどにお越しください。 

ディベートを学ぶことでより良い意思決定、論理的思考力が身につきます。 


